
内

閣

法

等

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

案

参

照

条

文

目

次

一

内

閣

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

五

号

）

抄

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

1

二

高

度

情

報

通

信

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

社

会

形

成

基

本

法

（

平

成

十

二

年

法

律

第

百

四

十

四

号

）

抄

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

3

三

国

家

公

務

員

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

百

二

十

号

）

抄

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

4

四

特

別

職

の

職

員

の

給

与

に

関

す

る

法

律

（

昭

和

二

十

四

年

法

律

第

二

百

五

十

二

号

）

抄

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

6
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○

内

閣

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

五

号

）

抄

第

十

二

条

内

閣

に

、

内

閣

官

房

を

置

く

。

②

内

閣

官

房

は

、

次

に

掲

げ

る

事

務

を

つ

か

さ

ど

る

。

一

閣

議

事

項

の

整

理

そ

の

他

内

閣

の

庶

務

二

内

閣

の

重

要

政

策

に

関

す

る

基

本

的

な

方

針

に

関

す

る

企

画

及

び

立

案

並

び

に

総

合

調

整

に

関

す

る

事

務

三

閣

議

に

係

る

重

要

事

項

に

関

す

る

企

画

及

び

立

案

並

び

に

総

合

調

整

に

関

す

る

事

務

四

行

政

各

部

の

施

策

の

統

一

を

図

る

た

め

に

必

要

と

な

る

企

画

及

び

立

案

並

び

に

総

合

調

整

に

関

す

る

事

務

五

前

三

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

行

政

各

部

の

施

策

に

関

す

る

そ

の

統

一

保

持

上

必

要

な

企

画

及

び

立

案

並

び

に

総

合

調

整

に

関

す

る

事

務

六

内

閣

の

重

要

政

策

に

関

す

る

情

報

の

収

集

調

査

に

関

す

る

事

務

③

前

項

の

外

、

内

閣

官

房

は

、

政

令

の

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

内

閣

の

事

務

を

助

け

る

。

④

内

閣

官

房

の

外

、

内

閣

に

、

別

に

法

律

の

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

必

要

な

機

関

を

置

き

、

内

閣

の

事

務

を

助

け

し

め

る

こ

と

が

で

き

る

。

第

十

三

条

内

閣

官

房

に

内

閣

官

房

長

官

一

人

を

置

く

。

２

内

閣

官

房

長

官

は

、

国

務

大

臣

を

も

つ

て

充

て

る

。

３

内

閣

官

房

長

官

は

、

内

閣

官

房

の

事

務

を

統

轄

し

、

所

部

の

職

員

の

服

務

に

つ

き

、

こ

れ

を

統

督

す

る

。

第

十

四

条

内

閣

官

房

に

、

内

閣

官

房

副

長

官

三

人

を

置

く

。

２

内

閣

官

房

副

長

官

の

任

免

は

、

天

皇

が

こ

れ

を

認

証

す

る

。

３

内

閣

官

房

副

長

官

は

、

内

閣

官

房

長

官

の

職

務

を

助

け

、

命

を

受

け

て

内

閣

官

房

の

事

務

を

つ

か

さ

ど

り

、

及

び

あ

ら

か

じ

め

内

閣

官

房

長

官

の

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

内

閣

官

房

長

官

不

在

の

場

合

そ

の

職

務

を

代

行

す

る

。

第

十

五

条

内

閣

官

房

に

、

内

閣

危

機

管

理

監

一

人

を

置

く

。

２

内

閣

危

機

管

理

監

は

、

内

閣

官

房

長

官

及

び

内

閣

官

房

副

長

官

を

助

け

、

命

を

受

け

て

内

閣

官

房

の

事

務

の

う

ち

危

機

管

理

（

国

民

の

生

命

、

身

体

又

は

財

産

に

重

大

な

被

害

が

生

じ

、

又

は

生

じ

る

お

そ

れ

が

あ

る

緊

急

の

事

態

へ

の

対

処

及

び

当

該

事

態

の

発

生

の

防

止

を

い

う

。

）

に

関

す

る

も

の

（

国

の

防

衛

に

関

す

る

も

の

を

除

く

。

）

を

統

理

す

る

。

３

内

閣

危

機

管

理

監

の

任

免

は

、

内

閣

総

理

大

臣

の

申

出

に

よ

り

、

内

閣

に

お

い

て

行

う

。

４

国

家

公

務

員

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

百

二

十

号

）

第

九

十

六

条

第

一

項

、

第

九

十

八

条

第

一

項

、

第

九

十

九

条

並

び

に

第

百

条

第

一

項

及

び

第

二

項

の

規

定

は

、

内

閣

危

機

管

理

監

の

服

務

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

５

内

閣

危

機

管

理

監

は

、

在

任

中

、

内

閣

総

理

大

臣

の

許

可

が

あ

る

場

合

を

除

き

、

報

酬

を

得

て

他

の

職

務

に

従

事

し

、

又

は

営

利

事

業

を

営

み

、

そ

の

他

金

銭

上

の

利

益

を

目

的

と

す

る

業

務

を

行

つ

て

は

な

ら

な

い

。
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第

十

六

条

内

閣

官

房

に

、

内

閣

官

房

副

長

官

補

三

人

を

置

く

。

２

内

閣

官

房

副

長

官

補

は

、

内

閣

官

房

長

官

、

内

閣

官

房

副

長

官

及

び

内

閣

危

機

管

理

監

を

助

け

、

命

を

受

け

て

内

閣

官

房

の

事

務

（

第

十

二

条

第

二

項

第

一

号

に

掲

げ

る

も

の

並

び

に

内

閣

広

報

官

及

び

内

閣

情

報

官

の

所

掌

に

属

す

る

も

の

を

除

く

。

）

を

掌

理

す

る

。

３

前

条

第

三

項

か

ら

第

五

項

ま

で

の

規

定

は

、

内

閣

官

房

副

長

官

補

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

第

十

七

条

内

閣

官

房

に

、

内

閣

広

報

官

一

人

を

置

く

。

２

内

閣

広

報

官

は

、

内

閣

官

房

長

官

、

内

閣

官

房

副

長

官

及

び

内

閣

危

機

管

理

監

を

助

け

、

第

十

二

条

第

二

項

第

二

号

か

ら

第

五

号

ま

で

に

掲

げ

る

事

務

に

つ

い

て

必

要

な

広

報

に

関

す

る

こ

と

を

処

理

す

る

ほ

か

、

同

項

第

二

号

か

ら

第

五

号

ま

で

に

掲

げ

る

事

務

の

う

ち

広

報

に

関

す

る

も

の

を

掌

理

す

る

。

３

第

十

五

条

第

三

項

か

ら

第

五

項

ま

で

の

規

定

は

、

内

閣

広

報

官

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

第

十

八

条

内

閣

官

房

に

、

内

閣

情

報

官

一

人

を

置

く

。

２

内

閣

情

報

官

は

、

内

閣

官

房

長

官

、

内

閣

官

房

副

長

官

及

び

内

閣

危

機

管

理

監

を

助

け

、

第

十

二

条

第

二

項

第

六

号

に

掲

げ

る

事

務

を

掌

理

す

る

。

３

第

十

五

条

第

三

項

か

ら

第

五

項

ま

で

の

規

定

は

、

内

閣

情

報

官

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

第

十

九

条

内

閣

官

房

に

、

内

閣

総

理

大

臣

補

佐

官

五

人

以

内

を

置

く

こ

と

が

で

き

る

。

２

内

閣

総

理

大

臣

補

佐

官

は

、

内

閣

の

重

要

政

策

に

関

し

、

内

閣

総

理

大

臣

に

進

言

し

、

及

び

内

閣

総

理

大

臣

の

命

を

受

け

て

、

内

閣

総

理

大

臣

に

意

見

を

具

申

す

る

。

３

内

閣

総

理

大

臣

補

佐

官

は

、

非

常

勤

と

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

４

第

十

五

条

第

三

項

及

び

第

四

項

の

規

定

は

内

閣

総

理

大

臣

補

佐

官

に

つ

い

て

、

同

条

第

五

項

の

規

定

は

常

勤

の

内

閣

総

理

大

臣

補

佐

官

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

第

二

十

条

内

閣

官

房

に

、

内

閣

総

理

大

臣

に

附

属

す

る

秘

書

官

並

び

に

内

閣

総

理

大

臣

及

び

各

省

大

臣

以

外

の

各

国

務

大

臣

に

附

属

す

る

秘

書

官

を

置

く

。

２

前

項

の

秘

書

官

の

定

数

は

、

政

令

で

定

め

る

。

３

第

一

項

の

秘

書

官

で

、

内

閣

総

理

大

臣

に

附

属

す

る

秘

書

官

は

、

内

閣

総

理

大

臣

の

、

国

務

大

臣

に

附

属

す

る

秘

書

官

は

、

国

務

大

臣

の

命

を

受

け

、

機

密

に

関

す

る

事

務

を

つ

か

さ

ど

り

、

又

は

臨

時

に

命

を

受

け

内

閣

官

房

そ

の

他

関

係

各

部

局

の

事

務

を

助

け

る

。

第

二

十

一

条

内

閣

官

房

に

、

内

閣

事

務

官

そ

の

他

所

要

の

職

員

を

置

く

。

２

内

閣

事

務

官

は

、

命

を

受

け

て

内

閣

官

房

の

事

務

を

整

理

す

る

。

第

二

十

二

条

内

閣

官

房

の

所

掌

事

務

を

遂

行

す

る

た

め

必

要

な

内

部

組

織

に

つ

い

て

は

、

政

令

で

定

め

る

。

第

二

十

三

条

内

閣

官

房

に

係

る

事

項

に

つ

い

て

は

、

こ

の

法

律

に

い

う

主

任

の

大

臣

は

、

内

閣

総

理

大

臣

と

す

る

。
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○

高

度

情

報

通

信

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

社

会

形

成

基

本

法

（

平

成

十

二

年

法

律

第

百

四

十

四

号

）

抄

第

十

一

条

地

方

公

共

団

体

は

、

基

本

理

念

に

の

っ

と

り

、

高

度

情

報

通

信

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

社

会

の

形

成

に

関

し

、

国

と

の

適

切

な

役

割

分

担

を

踏

ま

え

て

、

そ

の

地

方

公

共

団

体

の

区

域

の

特

性

を

生

か

し

た

自

主

的

な

施

策

を

策

定

し

、

及

び

実

施

す

る

責

務

を

有

す

る

。

（

設

置

）

第

二

十

五

条

高

度

情

報

通

信

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

社

会

の

形

成

に

関

す

る

施

策

を

迅

速

か

つ

重

点

的

に

推

進

す

る

た

め

、

内

閣

に

、

高

度

情

報

通

信

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

社

会

推

進

戦

略

本

部

（

以

下

「

本

部

」

と

い

う

。

）

を

置

く

。

（

所

掌

事

務

）

第

二

十

六

条

本

部

は

、

次

に

掲

げ

る

事

務

を

つ

か

さ

ど

る

。

一

高

度

情

報

通

信

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

社

会

の

形

成

に

関

す

る

重

点

計

画

（

以

下

「

重

点

計

画

」

と

い

う

。

）

を

作

成

し

、

及

び

そ

の

実

施

を

推

進

す

る

こ

と

。

二

前

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

高

度

情

報

通

信

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

社

会

の

形

成

に

関

す

る

施

策

で

重

要

な

も

の

の

企

画

に

関

し

て

審

議

し

、

及

び

そ

の

施

策

の

実

施

を

推

進

す

る

こ

と

。

（

組

織

）

第

二

十

七

条

本

部

は

、

高

度

情

報

通

信

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

社

会

推

進

戦

略

本

部

長

、

高

度

情

報

通

信

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

社

会

推

進

戦

略

副

本

部

長

及

び

高

度

情

報

通

信

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

社

会

推

進

戦

略

本

部

員

を

も

っ

て

組

織

す

る

。

（

高

度

情

報

通

信

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

社

会

推

進

戦

略

本

部

長

）

第

二

十

八

条

本

部

の

長

は

、

高

度

情

報

通

信

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

社

会

推

進

戦

略

本

部

長

（

以

下

「

本

部

長

」

と

い

う

。

）

と

し

、

内

閣

総

理

大

臣

を

も

っ

て

充

て

る

。

２

本

部

長

は

、

本

部

の

事

務

を

総

括

し

、

所

部

の

職

員

を

指

揮

監

督

す

る

。

（

高

度

情

報

通

信

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

社

会

推

進

戦

略

副

本

部

長

）

第

二

十

九

条

本

部

に

、

高

度

情

報

通

信

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

社

会

推

進

戦

略

副

本

部

長

（

以

下

「

副

本

部

長

」

と

い

う

。

）

を

置

き

、

国

務

大

臣

を

も

っ

て

充

て

る

。

２

副

本

部

長

は

、

本

部

長

の

職

務

を

助

け

る

。

（

高

度

情

報

通

信

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

社

会

推

進

戦

略

本

部

員

）

第

三

十

条

本

部

に

、

高

度

情

報

通

信

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

社

会

推

進

戦

略

本

部

員

（

以

下

「

本

部

員

」

と

い

う

。

）

を

置

く

。

２

本

部

員

は

、

次

に

掲

げ

る

者

を

も

っ

て

充

て

る

。

一

本

部

長

及

び

副

本

部

長

以

外

の

す

べ

て

の

国

務

大

臣
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二

高

度

情

報

通

信

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

社

会

の

形

成

に

関

し

優

れ

た

識

見

を

有

す

る

者

の

う

ち

か

ら

、

内

閣

総

理

大

臣

が

任

命

す

る

者

（

資

料

の

提

出

そ

の

他

の

協

力

）

第

三

十

一

条

本

部

は

、

そ

の

所

掌

事

務

を

遂

行

す

る

た

め

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

関

係

行

政

機

関

、

地

方

公

共

団

体

及

び

独

立

行

政

法

人

（

独

立

行

政

法

人

通

則

法

（

平

成

十

一

年

法

律

第

百

三

号

）

第

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

独

立

行

政

法

人

を

い

う

。

）

の

長

並

び

に

特

殊

法

人

（

法

律

に

よ

り

直

接

に

設

立

さ

れ

た

法

人

又

は

特

別

の

法

律

に

よ

り

特

別

の

設

立

行

為

を

も

っ

て

設

立

さ

れ

た

法

人

で

あ

っ

て

、

総

務

省

設

置

法

（

平

成

十

一

年

法

律

第

九

十

一

号

）

第

四

条

第

十

五

号

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

も

の

を

い

う

。

）

の

代

表

者

に

対

し

て

、

資

料

の

提

出

、

意

見

の

開

陳

、

説

明

そ

の

他

必

要

な

協

力

を

求

め

る

こ

と

が

で

き

る

。

２

本

部

は

、

そ

の

所

掌

事

務

を

遂

行

す

る

た

め

特

に

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

前

項

に

規

定

す

る

者

以

外

の

者

に

対

し

て

も

、

必

要

な

協

力

を

依

頼

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

（

事

務

）

第

三

十

二

条

本

部

に

関

す

る

事

務

は

、

内

閣

官

房

に

お

い

て

処

理

し

、

命

を

受

け

て

内

閣

官

房

副

長

官

補

が

掌

理

す

る

。

（

主

任

の

大

臣

）

第

三

十

三

条

本

部

に

係

る

事

項

に

つ

い

て

は

、

内

閣

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

五

号

）

に

い

う

主

任

の

大

臣

は

、

内

閣

総

理

大

臣

と

す

る

。

（

政

令

へ

の

委

任

）

第

三

十

四

条

こ

の

法

律

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

本

部

に

関

し

必

要

な

事

項

は

、

政

令

で

定

め

る

。

○

国

家

公

務

員

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

百

二

十

号

）

抄

（

一

般

職

及

び

特

別

職

）

第

二

条

国

家

公

務

員

の

職

は

、

こ

れ

を

一

般

職

と

特

別

職

と

に

分

つ

。

②

一

般

職

は

、

特

別

職

に

属

す

る

職

以

外

の

国

家

公

務

員

の

一

切

の

職

を

包

含

す

る

。

③

特

別

職

は

、

次

に

掲

げ

る

職

員

の

職

と

す

る

。

一

内

閣

総

理

大

臣

二

国

務

大

臣

三

人

事

官

及

び

検

査

官

四

内

閣

法

制

局

長

官

五

内

閣

官

房

副

長

官

五

の

二

内

閣

危

機

管

理

監
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五

の

三

内

閣

官

房

副

長

官

補

、

内

閣

広

報

官

及

び

内

閣

情

報

官

六

内

閣

総

理

大

臣

補

佐

官

七

副

大

臣

七

の

二

大

臣

政

務

官

八

内

閣

総

理

大

臣

秘

書

官

及

び

国

務

大

臣

秘

書

官

並

び

に

特

別

職

た

る

機

関

の

長

の

秘

書

官

の

う

ち

人

事

院

規

則

で

指

定

す

る

も

の

九

就

任

に

つ

い

て

選

挙

に

よ

る

こ

と

を

必

要

と

し

、

あ

る

い

は

国

会

の

両

院

又

は

一

院

の

議

決

又

は

同

意

に

よ

る

こ

と

を

必

要

と

す

る

職

員

十

宮

内

庁

長

官

、

侍

従

長

、

東

宮

大

夫

、

式

部

官

長

及

び

侍

従

次

長

並

び

に

法

律

又

は

人

事

院

規

則

で

指

定

す

る

宮

内

庁

の

そ

の

他

の

職

員

十

一

特

命

全

権

大

使

、

特

命

全

権

公

使

、

特

派

大

使

、

政

府

代

表

、

全

権

委

員

、

政

府

代

表

又

は

全

権

委

員

の

代

理

並

び

に

特

派

大

使

、

政

府

代

表

又

は

全

権

委

員

の

顧

問

及

び

随

員

十

一

の

二

日

本

ユ

ネ

ス

コ

国

内

委

員

会

の

委

員

十

二

日

本

学

士

院

会

員

十

二

の

二

日

本

学

術

会

議

会

員

十

三

裁

判

官

及

び

そ

の

他

の

裁

判

所

職

員

十

四

国

会

職

員

十

五

国

会

議

員

の

秘

書

十

六

防

衛

省

の

職

員

（

防

衛

省

に

置

か

れ

る

合

議

制

の

機

関

で

防

衛

省

設

置

法

（

昭

和

二

十

九

年

法

律

第

百

六

十

四

号

）

第

三

十

九

条

の

政

令

で

定

め

る

も

の

の

委

員

及

び

同

法

第

四

条

第

二

十

四

号

又

は

第

二

十

五

号

掲

げ

る

事

務

に

従

事

す

る

職

員

で

同

法

第

三

十

九

条

の

政

令

で

定

め

る

も

の

の

う

ち

、

人

事

院

規

則

で

指

定

す

る

も

の

を

除

く

。

）

十

七

独

立

行

政

法

人

通

則

法

（

平

成

十

一

年

法

律

第

百

三

号

）

第

二

条

第

二

項

に

規

定

す

る

特

定

独

立

行

政

法

人

（

以

下

「

特

定

独

立

行

政

法

人

」

と

い

う

。

）

の

役

員

④

こ

の

法

律

の

規

定

は

、

一

般

職

に

属

す

る

す

べ

て

の

職

（

以

下

そ

の

職

を

官

職

と

い

い

、

そ

の

職

を

占

め

る

者

を

職

員

と

い

う

。

）

に

、

こ

れ

を

適

用

す

る

。

人

事

院

は

、

あ

る

職

が

、

国

家

公

務

員

の

職

に

属

す

る

か

ど

う

か

及

び

本

条

に

規

定

す

る

一

般

職

に

属

す

る

か

特

別

職

に

属

す

る

か

を

決

定

す

る

権

限

を

有

す

る

。

⑤

こ

の

法

律

の

規

定

は

、

こ

の

法

律

の

改

正

法

律

に

よ

り

、

別

段

の

定

が

な

さ

れ

な

い

限

り

、

特

別

職

に

属

す

る

職

に

は

、

こ

れ

を

適

用

し

な

い

。

⑥

政

府

は

、

一

般

職

又

は

特

別

職

以

外

の

勤

務

者

を

置

い

て

そ

の

勤

務

に

対

し

俸

給

、

給

料

そ

の

他

の

給

与

を

支

払

つ

て

は

な

ら

な

い

。
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⑦

前

項

の

規

定

は

、

政

府

又

は

そ

の

機

関

と

外

国

人

の

間

に

、

個

人

的

基

礎

に

お

い

て

な

さ

れ

る

勤

務

の

契

約

に

は

適

用

さ

れ

な

い

。

（

服

務

の

根

本

基

準

）

第

九

十

六

条

す

べ

て

職

員

は

、

国

民

全

体

の

奉

仕

者

と

し

て

、

公

共

の

利

益

の

た

め

に

勤

務

し

、

且

つ

、

職

務

の

遂

行

に

当

つ

て

は

、

全

力

を

挙

げ

て

こ

れ

に

専

念

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

②

前

項

に

規

定

す

る

根

本

基

準

の

実

施

に

関

し

必

要

な

事

項

は

、

こ

の

法

律

又

は

国

家

公

務

員

倫

理

法

に

定

め

る

も

の

を

除

い

て

は

、

人

事

院

規

則

で

こ

れ

を

定

め

る

。

（

法

令

及

び

上

司

の

命

令

に

従

う

義

務

並

び

に

争

議

行

為

等

の

禁

止

）

第

九

十

八

条

職

員

は

、

そ

の

職

務

を

遂

行

す

る

に

つ

い

て

、

法

令

に

従

い

、

且

つ

、

上

司

の

職

務

上

の

命

令

に

忠

実

に

従

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

②

・

③

略

（

信

用

失

墜

行

為

の

禁

止

）

第

九

十

九

条

職

員

は

、

そ

の

官

職

の

信

用

を

傷

つ

け

、

又

は

官

職

全

体

の

不

名

誉

と

な

る

よ

う

な

行

為

を

し

て

は

な

ら

な

い

。

（

秘

密

を

守

る

義

務

）

第

百

条

職

員

は

、

職

務

上

知

る

こ

と

の

で

き

た

秘

密

を

漏

ら

し

て

は

な

ら

な

い

。

そ

の

職

を

退

い

た

後

と

い

え

ど

も

同

様

と

す

る

。

②

法

令

に

よ

る

証

人

、

鑑

定

人

等

と

な

り

、

職

務

上

の

秘

密

に

属

す

る

事

項

を

発

表

す

る

に

は

、

所

轄

庁

の

長

（

退

職

者

に

つ

い

て

は

、

そ

の

退

職

し

た

官

職

又

は

こ

れ

に

相

当

す

る

官

職

の

所

轄

庁

の

長

）

の

許

可

を

要

す

る

。

③

～

⑤

略

○

特

別

職

の

職

員

の

給

与

に

関

す

る

法

律

（

昭

和

二

十

四

年

法

律

第

二

百

五

十

二

号

）

抄

（

目

的

及

び

適

用

範

囲

）

第

一

条

こ

の

法

律

は

、

次

に

掲

げ

る

国

家

公

務

員

（

以

下

「

特

別

職

の

職

員

」

と

い

う

。

）

の

受

け

る

給

与

及

び

公

務

又

は

通

勤

に

よ

る

災

害

補

償

に

つ

い

て

定

め

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

。

一

内

閣

総

理

大

臣

二

国

務

大

臣

三

会

計

検

査

院

長

及

び

そ

の

他

の

検

査

官

四

人

事

院

総

裁

及

び

そ

の

他

の

人

事

官

五

内

閣

法

制

局

長

官

六

内

閣

官

房

副

長

官
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七

内

閣

危

機

管

理

監

八

内

閣

官

房

副

長

官

補

、

内

閣

広

報

官

及

び

内

閣

情

報

官

九

常

勤

の

内

閣

総

理

大

臣

補

佐

官

十

副

大

臣

十

一

大

臣

政

務

官

十

二

～

七

十

五

略

別

表

第

一

（

第

三

条

関

係

）

官

職

名

俸

給

月

額

（

略

）

（

略

）

検

査

官

（

会

計

検

査

院

長

を

除

く

。

）

一

、

二

二

二

、

〇

〇

〇

円

人

事

官

（

人

事

院

総

裁

を

除

く

。

）

内

閣

危

機

管

理

監

大

臣

政

務

官

公

害

等

調

整

委

員

会

委

員

長

運

輸

安

全

委

員

会

委

員

長

侍

従

長

（

略

）

（

略

）


